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地方分権改革推進委員会 第一次勧告（H20.5.28） 
―基礎自治体の役割や権限移譲に係る記述（抜粋）― 

 
はじめに 

（勧告の構成） 

○ これに対して、第３章の「基礎自治体への権限移譲の推進」と「補助対象財産の

財産処分の弾力化」に示している勧告は、今回の第一次勧告で当委員会として一定の

結論を得ている。 
○ 最後に、第３章（１）の「基礎自治体への権限移譲の推進」の勧告について付言

しておきたい。この勧告をめぐっては、都道府県関係者の内部でも市町村関係者の内

部でも賛否が分かれるのではないかと推察している。しかしながら、この勧告は、先

の第１次地方分権改革において地方六団体の総意形成の調整を重んじたために不十

分に終わった都道府県から市町村への権限移譲を今回実現しようとしているもので

あり、また、第１次地方分権改革の成果の一つとして新たに創設された都道府県事務

処理特例条例による市町村への権限移譲の実績を評価しこれを普遍化しようとして

いるものである。都道府県から市町村への権限移譲を積極的に受け止め、「平成の市

町村合併」の促進の意義をより一層高めるべく、都道府県と市町村の双方の関係者は

正しく理解されることを切望してやまない。 

第１章 国と地方の役割分担の基本的な考え方 

（３）広域自治体と基礎自治体の役割分担 

○ 広域自治体と基礎自治体の役割分担において、基礎自治体に事務事業を優先的に

配分する「補完性・近接性」の原理は、地方自治制度の基本原則（「基礎自治体優先

の原則」）である。 
○ 「補完性・近接性」の原理にしたがい、地域における事務は基本的に基礎自治体

である市町村が処理し、都道府県は、市町村を包括する広域自治体として、広域にわ

たるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの、その規模又は能力において市町村

が処理することが適当でないものを処理することとする。 
○ 基礎自治体が地域における総合行政を担うことができるよう、まちづくり・土地

利用規制等の地域の空間管理に関する事務、住民の日常生活に最も密接に関連する福

祉・保健・医療及び教育に関する事務を中心に都道府県から市町村への法令による権

限移譲を進めることとする。なお、権限移譲に際しては、市町村合併の進展等により

行政体制の整備が進んでいることを踏まえ、市に優先的に移譲を進めることとする。 
あわせて、規模や能力が異なる個々の基礎自治体が地域における総合行政を担うこ

とができるよう、広域連合の形成、周辺自治体又は広域自治体よる連携と補完などの

制度の充実をはかることが必要である。 
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第３章 基礎自治体への権限移譲と自由度の拡大 

（１）基礎自治体への権限移譲の推進 

ア 基礎自治体への権限移譲の考え方 

○ 個々の基礎自治体は規模、地理的条件等の事情が異なるため、事務事業によって

は、一部の基礎自治体において体制整備を進めたとしてもなお自ら担うことが難しい

場合、複数の地方自治体間で協力し担うことがより効率的かつ質的向上にも資すると

判断される場合があることが想定される。こうした事情を危惧して現行の事務配分を

維持せざるを得ないと考えるべきではなく、むしろ、広域的な連携の仕組みを積極的

に活用することにより補完していくことを前提として、新たな事務配分を構築すべき

である。 

イ 基礎自治体への権限移譲の方針と権限移譲を行うべき事務 

○ 「中間的な取りまとめ」の４（２）「個別の行政分野・事務事業の抜本的見直し・

検討」において都道府県から市町村への権限移譲の方向が示されている事務、条例に

よる事務処理特例制度を活用して各都道府県から市町村に移譲されている事務、及び

全国市長会、指定都市市長会、全国知事会等からの提言等がある事務から、別紙１の

事務を抽出した。 
○ 都道府県から市町村への権限移譲にあたっては、移譲に伴う必要な財源措置を地

方税、地方交付税等を通じて確実に講ずるとともに、移譲される権限にあわせた人的

支援についても適切に対応することが不可欠である。 

ウ 条例による事務処理特例制度の活用の促進 

○ 各都道府県においては、都道府県条例に基づく権限移譲が進展しているところで

あるが、制度運用に関する誤解が一部に見受けられるところである。事務の処理にあ

たり都道府県の審議会等の意見聴取が必要とされているものに関し、市町村に同種の

附属機関が設置されていないことから条例による事務処理特例制度による権限移譲

が困難であると都道府県において解されているような事例については、個別法令によ

り禁止されていない限り、市町村に同種の附属機関を設置することで、都道府県条例

に基づく権限移譲が可能である。各都道府県においては、地方自治法及び個別法令の

適切な解釈に基づき、条例による事務処理特例制度の積極的な活用を進めていくこと

が期待される。 

＜条例による事務処理特例制度の活用を困難にしている制度の見直し＞ 

○ 母子寡婦福祉資金貸付に係る事務など、事務処理に係る国の財政支援の対象が都

道府県に限定されていることにより条例による事務処理特例制度による権限移譲が

事実上困難となっているものについては、個別の法令や補助金・負担金制度の見直し

を行う。 


